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選挙公営制度とは 
この制度は、公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）及び妹背牛町議会議員及び妹背牛町

長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（令和 3年条例第９号）の規定により、

これまで都道府県及び市を対象としていた選挙の公費負担を町村にも同様に拡大し、候補者

間の選挙運動の機会均等を図る手段として設けられました。 

 

公営制度の概要 

１ 議会議員選挙及び町長選挙における選挙公営の拡大 

議会議員選挙及び町長選挙に係る次の事項につき、条例による選挙公営が対象。 

① 選挙運動用自動車の使用 

② 選挙運動用ビラの作成 

③ 選挙運動用ポスターの作成 

 

選挙公営制度の基本的な考え方 
１． 有償契約を締結すること 

公営制度の適用を受けるためには、それぞれの業者等との間で有償契約を締結す

る必要があります。 

２． 供託物が没収される候補者ではないこと 

得票数が公職選挙法第９３条第１項各号に定める得票数（供託物没収点）に達せ

ず、供託物を没収された公職の候補者等は、選挙公営制度の適用はされません。 

ただし、候補者用通常葉書の郵送については、除かれます。 

     

      ■供託物没収点 

    ・町議会議員選挙の場合  

  供託物没収点＝有効投票総数÷議員定数×１／１０ 

 

３． 公費負担には限度額があること 

 費用の全てを公費負担で賄われるものではありません。 
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１ 選挙運動用自動車の使用 

項   目 内          容 

契 約 の 締 結 

（自動車の使用のす

べてを含む） 

① 一般運送契約による場合 

自動車、 燃料、 運転手込みで自動車を借り受ける場合 （ハイヤー方

式）で、 一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約で、この事業の免

許を受けた業者をいいます。 

② 一般運送契約以外の契約による場合 

自動車のみの借り入れ（レンタカー方式）契約業者をいいます。 

  上記①②の方法によりそれぞれ 「選挙運動用自動車使用契約書」 （様

式任意）を締結していただきます。※別紙の参考様式 

  ※自動車のみの場合は、 運転手の雇用、 燃料の供給は別に契約を締

結していただきます。 

契約届出書等の提出 

契約の締結をしたときは、 「選挙運動用自動車の使用の契約届出書」(別

記第1号） に「選挙運動用自動車使用契約書」 （様式任意） の写しを添え

て選挙管理委員会に届け出てください。 

立候補届出前に契約を締結した場合も、立候補届出後、直ちに届け出て

ください。 

又、契約に変更が生じた場合も同様です。 

※  届出期間：８月２９日から９月２日まで 

契約者への書類提出 

契約の届出書を提出した候補者は、契約者に対して「選挙運動用自動車

使用証明書（自動車）」(別記第10号(その1))に「請求書(別記第13号)」

及び「請求内訳書（別紙）その1又は(別紙)その2」を添えて提出してくだ

さい。 

※届出期間：選挙終了後、直ちに 

公費負担の限度額 

（消費税を含む） 

①  一般運送契約の場合（ハイヤー方式） 

妹背牛町議会議員選挙 

 １日限度額           ６４，５００円 

 ５日限度額          ３２２，５００円 

②  一般運送契約以外の契約による場合 

妹背牛町議会議員選挙 

 １日限度額           １６，１００円 

 ５日限度額           ８０，５００円 

 

※限度額の範囲内で実費相当額を交付する制度であり、定額交付する制度

ではありません。 

 例) 一般運送契約の場合、１日分の契約額が70,000円の場合は、5,500

円は実費負担となり、契約額が50,000円の場合、50,000円しか交付

されません。 
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項   目 内          容 

支 払 の 方 法 

契約者（業者等） は選挙終了後、次に掲げる必要書類を添えて選挙管

理委員会に提出してください。 

町が契約業者に対して、直接指定口座に支払います。 

①  一般運送契約の場合 （ハイヤー方式） 

○  請求書 （別記第 13号） 

○  請求内訳書 （別紙）その１ 

○  選挙運動用自動車使用証明書 （別記 10号(その１)） 

 ② 一般運送契約以外の契約による場合 （レンタル方式） 

○  請求書 （別記第 13号） 

○  請求内訳書 （別紙）その２ 

○  選挙運動用自動車使用証明書 （別記 10号（その１）） 

 

 ※請求期間    ９月４日から９月１８日まで 

選挙運動用自動車使用のフロー 

 

１．業者等と有償契約の締結 

 

 

３．自動車使用証明書  

請求書、請求内訳書の提出          ４．支払の請求 

                      自動車使用証明書 

請求書、請求内訳書 

               ５．支払 
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候補者 
契 約 者 

(レンタカー、タクシー会社等) 

選挙管理委員会 妹背牛町 

２．契約届出書 

  契約書の写し

の提出 



 

２  選挙運動用自動車燃料の供給 
項   目 内          容 

契 約 の 締 結 
選挙運動用自動車燃料供給業者との契約は、 一般運送契約以外(レンタ

カー方式)の契約ですので、各個別の契約となります。 

契約届出書等の提出 

契約の締結をしたときは、「選挙運動用自動車の使用の契約届出書」(別

記第 1 号)に「選挙運動用自動車燃料供給契約書」(様式任意)の写しを添

えて選挙管理委員会に届け出てください。 

立候補届出前に契約を締結した場合も、立候補届出後、直ちに届け出て

ください。又、契約に変更が生じた場合も同様です。 

燃料供給業者より給油を行った後に「選挙運動用自動車燃料代確認申請

書」(別記第 4号)を選挙管理委員会へ提出願います。 

提出後、「選挙運動用自動車燃料代確認書」(別記第 7号)を発行します。 

※  届出期間 ８月２９日から９月２日まで 

契約者への書類提出 

契約の届出書を提出した候補者は、 契約者（燃料供給業者）に対して

「選挙運動用自動車使用証明書（燃料）」（別記第 10号(その 2)）に「請求

書(別記第 13号)」及び「請求内訳書」（別紙）その３、選挙運動用自動車

燃料代確認書 (別記第 7号)を添えて提出してください。 

※届出期間：選挙終了後、直ちに提出してください。 

公 費 負 担 の 額 

妹背牛町議会議員選挙 

・１日            ７，７００円 

・５日限度額        ３８，５００円 

○立候補届出をした日から選挙の前日までの日数に7,700円を乗じて得た

額が負担されます。選挙運動用自動車に給油した燃料代に限ります。 

※7,700円は１日当たりの上限ではありません。 

※選挙期間５日間で、18,000円、18,000円、0円、0円、4,000円分を給油。

40,000円のうち、38,500円は公費負担の対象となります。 

  →最初の2日間は7,700円を超えているが公費負担の対象となります。 

支 払 い の 方 法 

契約者（燃料供給業者） は、選挙終了後、次に掲げる必要書類を添え

て選挙管理委員会に提出してください。 

町が契約者に対して、直接指定口座に支払います。 

○  請求書（別記第13号） 

○  請求内訳書（別紙）その３ 

○ 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記第10号(その２)) 

○ 選挙運動用自動車燃料代確認書 (別記第7号) 

〇 給油伝票の写し(①給油日、②給油量、③車両登録番号、④給油金  

額が記載されたもの) 

※請求期間    ９月４日から９月１８日まで 
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選挙運動用自動車燃料供給のフロー 
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候補者 契約者(燃料供給業者) 

２．契約届出

書、自動車燃

料代確認申

請書、契約書

の提出 

４．自動車使用証明書(燃料) 

請求書、請求内訳書、 

自動車燃料代確認書の提出 

６．支払 

５．支払の請求 

請求書、請求内訳書 

自動車使用証明書

(燃料) 

自動車燃料代確認書

の提出 

 

 

妹背牛町 

３．選挙用自動車燃料代確認書

の発行 

選挙管理委員会 

１．業者との有償契約の締結 



 

３  選挙運動用自動車運転手の雇用 

項   目 内          容 

契 約 の 締 結 

選挙運動用自動車運転手との契約は、一般運送契約以外の契約ですの

で、各個別の契約となります。 

※法人ではなく。運転手個人との契約になります。 

契約届出書等の提出 

契約の締結をしたときは、「選挙運動用自動車の使用の契約届出書」(別

記第 1号)と「選挙運動用自動車運転手契約書」(様式任意)の写しを添えて

選挙管理委員会に届け出てください。 

立候補届出前に契約を締結した場合も、立候補届出後、直ちに届け出て

ください。又、契約に変更が生じた場合も同様です。 

※  届出期間 ８月２９日から９月２日まで 

契約者への書類提出 

契約の届出書を提出した候補者は、 契約者（運転手）に対して 「選挙

運動用自動車使用証明書（運転手）」(別記第 10号その３))に「請求書」（別

記第 13号）及び「請求内訳書」（別紙）その４）を添えて提出してくださ

い。※届出期間：選挙終了後、直ちに提出してください。 

公 費 負 担 の 額 
妹背牛町長選挙 

・１日限度額       １２，５００円 

・５日限度額        ６２，５００円 

支 払 い の 方 法 

契約者（運転手） は、選挙終了後、次に掲げる必要書類を添えて選挙

管理委員会に提出してください。 

町が契約者に対して、直接指定口座に支払います。 

○  請求書（別記第13号） 

○  請求内訳書（別紙）その４ 

○  選挙運動用自動車使用証明書(運転手) （別記10号(その３)） 

※  請求期間 ９月４日から９月１８日まで 

選挙運動用自動車運転手のフロー 

１．運転手との有償契約の締結 
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契約者(運転手) 

２．契約届出書、 

 運転契約書の

提出 

３．自動車使用証明書(運転手) 

請求書、請求内訳書の提出 

５．支払 

４．支払の請求 

請求書、請求内訳書 

自動車使用証明書

(運転手)の提出 

 

 

妹背牛町 選挙管理委員会 

候補者 



 

４  選挙運動用ビラの作成 

項   目 内          容 

ビ ラ の 届 出 
「選挙運動用ビラ届出書」(様式第 120 号の 2)に見本を添えて届け出て

ください。 

契 約 の 締 結 選挙運動用ビラ作成業者とビラ作成の契約を締結していただきます。 

契約届出書等の提出 

契約の締結をしたときは、 「選挙運動用ビラの作成契約届出書」 （別

記 2号）と「選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書」(別記 5号)に「選挙運

動用ビラ作成契約書」(様式任意)の写しを添えて選挙管理委員会に届け出

てください。 

立候補届出前に契約を締結した場合も、立候補届出後、直ちに届け出て

ください。又、契約に変更が生じた場合も同様です。 

提出後、「選挙運動用ビラ作成枚数確認書」(別記第 8号)を発行します。 

※  届出期間 ８月２９日から９月２日まで 

契約者への書類提出 

契約の届出書を提出した候補者は、契約者（ビラ作成業者）に対して 「選

挙運動用ビラ作成枚数確認書」(別記第 8 号)、「選挙運動用ビラ作成証明

書」(別記第 11号)に「請求書」(別記第 14号)及び「請求内訳書」(別紙)

を添えて提出してください。 

※届出期間：選挙終了後、直ちに提出してください。 

証 紙 の 交 付 
選挙運動用ビラには証紙を貼らなければ頒布できません。立候補の届出

の際に交付を受けてください。 

公 費 負 担 の 額 

１枚当たり限度額  ７．７３円 

作成限度枚数    １，６００枚 

          

       ＝         ×  

 

支 払 い の 方 法 

契約者（ビラ作成業者） は、選挙終了後、次に掲げる必要書類を添え

て選挙管理委員会に提出してください。 

町が契約者に対して、直接指定口座に支払います。 

○  請求書(別記第14号) 

○  請求内訳書(別紙) 

○ 選挙運動用ビラ作成証明書(別記第11号) 

○ 選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記第8号) 

※  請求期間  ９月４日から９月１８日まで 
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公費負担の 

限度額 

作成枚数と限度

枚数のうち少な

い方の枚数 

作成単価と限度

額単価のうち少

ない方の単価 



 

 

選挙運動用ビラ作成のフロー 
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契約者(ビラ作成業者) 

２．契約の届出 

 ビラ作成枚数

確認申請書、契

約書の届出 

４． ビラ作成枚数確認申請書 

ビラ作成証明書の提出 

請求書、請求内訳書の提出 

６．支払 

５．支払の請求 

請求書、請求内訳書 

ビラ作成証明書 

ビラ作成枚数確認書 

の提出 

 

妹背牛町 

候補者 

３．ビラ作成枚数確認書の

発行（※証紙の交付） 

選挙管理委員会 

１．業者との有償契約の締結 



 

５  選挙運動用ポスターの作成 

項   目 内          容 

契 約 の 締 結 
選挙運動用ポスター作成業者とポスター作成の契約を締結していただ

きます。 

契約届出書等の提出 

契約の締結をしたときは、「選挙運動用ポスター作成契約届出書」(別記

第 3号) と「選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書」(別記第６号)に「選

挙運動用ポスター作成契約書」(様式任意)の写しを添えて選挙管理委員会

に届け出てください。 

立候補届出前に契約を締結した場合も、立候補届出後、直ちに届け出て

ください。又、契約に変更が生じた場合も同様です。 

提出後、「選挙運動用ポスター作成枚数確認書」(別記第９号)を発行し

ます。 

※  届出期間 ８月２９日から９月２日まで 

契約者への書類提出 

契約の届出書を提出した候補者は、 契約者（ポスター作成業者）に対

して 「選挙運動用ポスター作成枚数確認書」(別記第９号)、「選挙運動

用ポスター作成証明書」(別記第12号)に「請求書」(別記第15号)及び「請

求書内訳書」(別紙)を添えて提出してください。 

※届出期間：選挙終了後、直ちに提出してください。 

公 費 負 担 の 額 

１枚当たり限度額  ２，５５３円 

作成限度枚数    １１枚（町内のポスター掲示場の数＋予備２枚） 

 

＝         × 

 

例) １枚当たり２，０００円で５０枚のポスターを作成した場合 

  ２，０００円×１１枚＝２２，０００円が公費負担の対象 

 ※２，０００円×３９枚＝７８，０００円は候補者負担となります。 

支 払 い の 方 法 

契約者（ポスター作成業者） は、選挙終了後、次に掲げる必要書類を

添えて選挙管理委員会に提出してください。 

町が契約者に対して、直接指定口座に支払います。 

○  請求書 (別記15号) 

○  請求内訳書(別紙) 

○  選挙運動用ポスター作成証明書(別記第12号) 

○ 選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記第9号) 

※  請求期間  ９月４日から９月１８日まで 

9 

公費負担の 

限度額 

作成枚数と限度

枚数のうち少な

い方の枚数 

作成単価と限度

額単価のうち少

ない方の単価 



 

 

選挙運動用ポスター作成のフロー 
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契約者(ポスター作成業者) 

２．契約の届出 

 ポスター作成

枚数確認申請

書、契約書の届

出 

４． ポスター作成枚数確認書 

ポスター作成証明書、請求書、

請求内訳書の提出 

６．支払 

５．支払の請求 

請求書、請求内訳書 

ポスター作成証明書 

ポスター作成枚数確

認書 

 

妹背牛町 

３．ポスター作成枚数 

確認書の発行 

候補者 

選挙管理委員会 

１．業者との有償契約の締結 



 

６  公営制度のＱ&Ａ 

質 問  回 答 

無投票の場合の公費負担の限度

額は？ 

(１) 選挙運動用自動車の使用 

・ハイヤー方式、レンタカー方式の自動車の借入れ及び運転手の雇用 

→告示日１日分の金額 

・燃料の供給 

 →告示日１日の使用分 

(２) ポスター及びビラの作成費用 

・投票の有無にかかわらず、限度額、限度枚数の範囲内で作成費が公

費負担の対象 

※(１)及び(２)ともに告示日までに契約が締結されたものに限りま

す。 

公費負担額は収支報告に記載し

なくてもよいか？ 

選挙運動用自動車に関する費用は選挙運動費用とみなされないた

め、記載は不要。 

 ポスター及びビラについては、選挙運動収支報告書に計上する必要

があります。 

看板・スピーカーの取り付け代

も公費負担の対象となるか？ 

 対象とならない。 

車両を選挙運動の前から借りて

いた。その期間も公費負担の対

象となるか？ 

 立候補の届け出日から選挙期日の前日までが公費負担の対象であ

り、選挙運動期間前に生じた費用は公費負担の対象外である。 

選挙事務所の自動車に給油した

場合、公費負担となるか？ 

選挙運動用自動車１台に給油した燃料のみが対象となる。 

給油の際の留意点は？ 

 

 

費用請求時に給油伝票の写しを添付する必要があることから、給油ご

とに交付された給油伝票を保管しておく必要があります。 

 給油伝票には①給油日、②給油量、③車両登録番号、④給油金額が

記載されていなければならない。 

２人以上の方に運転手をお願い

しているが公費負担となるか？ 

公費負担の対象となるが、１日あたり１人に限る。 

例)午前中はＡさん、午後はＢさん 

  →候補者が指定する一人のみが公費負担の対象。 

例)最初の３日間はＡさん、残りの２日間はＢさん 

  →どちらも対象。 

 ただし、Ａさん、Ｂさんどちらとも契約が必要です。 
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